
⾃宅外通学証明書類提出から奨学⾦振込までの流れ
⽇本学⽣⽀援機構令和8年度⼤学等給付奨学⽣採⽤候補者である

給付の⽀援区分︓第Ⅰ〜Ⅲ区分、第Ⅰ（多⼦世帯）〜第Ⅳ（多⼦世帯）区分 ⽀援区分︓多⼦世帯区分

2026年4⽉より⾃宅外通学

申請時点で賃貸借契約等が完了
しており、初回振込⽇からの⽉
額反映を希望する

早期受付期間に提出する

本学へ⼊学後、「予約採⽤の⼊学後⼿続き」を⾏う（詳細は3⽉下旬以降に本学公式ウェブサイトの別ページにて案内予定）

「⼊学後⼿続き」中で、⾃宅外
通学証明書類を提出する
※早期受付期間に提出した⽅は
提出不要

⽇本学⽣⽀援機構での審査完了後、2026年4⽉まで遡って給付の⾃宅外⽉額へと反映され、
差額が振り込まれます。
※6⽉中に審査が完了した場合、7⽉振込時に「7⽉分⾃宅外⽉額＋（⾃宅外⽉額と⾃宅⽉額の
差額）×3か⽉分」が振り込まれます。

※貸与第⼀種の採⽤候補者の場合は、併給調整により貸与第⼀種の⽉額も⾃宅外⽉額へと調整
されますが、⽀援区分によっては振込⽉額が⾃宅通学と⽐べて減額となる場合があります。

初回振込⽇に⾃宅外⽉額で振込

2026年4⽉より⾃宅通学

申請時点で賃貸借契約等が完了
していない、または初回振込⽇
からの⽉額反映を希望しない

初回振込⽇に⾃宅⽉額で振込

〃⾃宅外通学 〃⾃宅通学

貸与第⼀種奨学⽣採⽤候補者
で、申請時点で賃貸借契約等
が完了しており、貸与第⼀種
奨学⾦について初回振込⽇か
らの⽉額変更を希望する

早期受付期間に
提出する

初回振込⽇に
⾃宅外⽉額振込

初回振込⽇に
⾃宅⽉額振込

「⼊学後⼿続き」中で⾃宅
外通学証明書類を提出する
※早期受付期間に提出した
⽅は提出不要

⽇本学⽣⽀援機構での審査完了後、
2026年4⽉まで遡って貸与第⼀種の⾃
宅外⽉額へと調整されます。
※6⽉中に審査完了した場合、7⽉振込
時に「7⽉分⾃宅外⽉額＋（差額）×3
か⽉分」が振り込まれます。

不備あり
期限超過

不備あり
期限超過



⾼等学校等で予約採⽤を⾏った⽅は、
⽇本学⽣⽀援機構より左図の通知が
交付されています。

＜確認事項＞
・令和8年度の候補者決定通知であること
※令和7年度以前の通知は無効です。

・給付奨学⾦の選考結果欄に「候補者決定」と印字されて
いること
※候補者決定の下に印字されているものが⽀援区分
です。

・貸与奨学⾦のアまたはイの選考結果欄に「候補者決定」
と印字されているかどうか
※印字されている場合は併給調整がかかるため、今回
の書類提出により貸与第⼀種奨学⾦の⽉額も変更と
なります。

＜問合わせ先＞
熊本⼤学学⽣⽣活課経済⽀援担当
TEL︓096-342-2129、2126


